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Ⅱ 基本的な考え方と施策の体系Ⅰ 計画策定にあたって



 

「改訂第２次プラン」の位置づけ３
 

「改訂第２次プラン」は、以下のように位置づけます。 

(１)「第２次プラン」で掲げた将来像、基本理念、課題、施策の方向の基本計画部分は

堅持しつつ、実施計画部分において、新たな基本事業や具体的な取り組みを取り入

れた時点修正による計画です。 

(２)「男女共同参画社会基本法」の第 14 条第３項に規定する「当該市町村の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（市町村

男女共同参画計画）」にあたります。 

(３) 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV 防止法）」の第

２条の３第３項に規定する「当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（市町村基本計画）」を包含し

ます。 

(４) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の第６条

第２項に規定する「当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策についての計画（市町村推進計画）」を包含します。 

 

「改訂第２次プラン」の計画期間４
 

「改訂第２次プラン」の計画期間は、平成 29 年度から平成 33 年度までの５年間と

なります。 

なお、本市の最上位計画である総合計画を新たに策定する予定であり、同計画策定後、

必要に応じて、計画期間の変更を検討します。 
 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(平成 24） (平成 25） (平成 26） (平成 27） (平成 28） (平成 29） (平成 30） (平成 31） (平成 32） (平成 33）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 

 

  

（将来像、基本理念、課題、施策の方向は共通）

改訂第２次うらやす男女共同参画プラン 
プラン

見直し

第２次うらやす男女共同参画プラン 
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Ⅱ 基本的な考え方と施策の体系
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１．将来像

２．基本理念

３．重点課題

４．計画の体系

５．指標（目標値）の設定





将来像１
 

男女共同参画社会基本法の理念を踏まえ、本市において男女共同参画社会づくりを推

進する上での目標として、以下の将来像を掲げます。 
 

 
 

基本理念２
 

将来像を実現するための考え方として、以下の基本理念を掲げます。 

 

(１)男女の人権の尊重・擁護 

男女が、性別にかかわりなく、ひとりの人間として能力を発揮するために、互いの人

権を尊重しあい、あらゆる分野における性別による差別を解消し、暴力を根絶すること

を進めます。 

 

(２)ジェンダー（社会的性別）1における平等 

男女が、共にひとりの人間として人権を尊重するとともに、日常生活での職場・家庭・

地域における、性別により固定化された役割分担の意識・考え方をあらためていくこと

を進めます。 

 

(３)男女のエンパワーメント2 

性別により固定化された役割分担の意識・考え方をあらためていくとともに、一人ひ

とりが能力を高め、自らの意思によりあらゆる分野での意思決定過程に参画できるよう

になることを進めます。 

                                                  
1 ジェンダー（社会的性別）とは、社会によってつくりあげられた「女性像」や「男性像」のこと（例．「家

事や育児は女性がするもの」「男の子だから泣いてはダメ」等）。こうした意識や習慣に捉われない、性別

による差異のない状況を「ジェンダー（社会的性別）における平等」という言葉で表現しています。 
2 エンパワーメントとは、一人ひとりが能力を高め、社会のあらゆる分野での意思決定過程に参画して力を

発揮できること。 

女
ひと

と男
ひと

が認めあい 

共にかがやくまち 

うらやす 

3

Ⅱ 基本的な考え方と施策の体系Ⅱ 基本的な考え方と施策の体系



重点課題３
 

  「改訂第2次プラン」では、以下に挙げる３つの課題に重点をおき、男女共同参画社

会の実現を目指します。 

 

(１)女性の活躍に向けた取り組みの強化（→課題２・課題３） 

国では、平成 27 年８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性

活躍推進法）」が成立し、平成 28 年４月から施行されました。 

同法は、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を

十分に発揮できる社会を実現することを目指しています。 

具体的な取り組みとして、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の

策定・公表、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主（国や地方公共団体、常時雇

用する労働者が 301 人以上の民間企業等）に義務付けられており、本市では平成 28 年

４月に「浦安市特定事業主行動計画」を策定・公表しています。 

また、平成 27 年 12 月に策定された国の「第４次男女共同参画基本計画」（図表１）

や平成 28 年３月に策定された「第４次千葉県男女共同参画計画」でも示されており、

今回、「女性の活躍に向けた取り組みの強化」を新たな重点課題として取り上げます。 

 

図表１ 国の「第４次男女共同参画基本計画」において強調している視点（女性の活躍に関して）

 

＜あらゆる分野における女性の活躍＞ 

（１）女性の活躍推進のためにも男性の働き方・暮らし方の見直しが欠かせないことから、

男性中心型労働慣行等を変革し、職場、地域、家庭等あらゆる場面における施策を充実

させる。 

（２）あらゆる分野において女性の参画が拡大することは、社会の多様性と活力を高め我が

国経済が力強く発展していく観点や、男女間の実質的な機会の平等を担保する観点から

極めて重要であることから、女性活躍推進法の着実な施行とともに、更に踏み込んだポ

ジティブ・アクションの実行等を通じた積極的な女性採用・登用のための取組や、将来

指導的地位へ成長していく人材の層を厚くするための取組を進める。 

（国の「第４次男女共同参画基本計画」） 
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(２)防災における男女共同参画の推進（→課題4） 

本市は、「第2次プラン」の策定を進めている段階で、東日本大震災による被災を体

験しました。幸いに、この震災による直接的な死者はありませんでしたが、道路がゆが

み、建物が傾いたりする等、広範囲な地域で液状化による被害を受けました。 

「第2次プラン」では、「防災における男女共同参画の推進」を重点課題として取り

上げ、男女共同参画の視点を踏まえつつ、あらゆるひとに配慮した防災体制の確立に向

けて、様々な施策を展開してきました。 

被災により、市民における防災意識がより強まってきており、「防災」という切り口

から、男女共同参画についての理解を深めていくことが重要です。 

こうした状況を踏まえて、「改訂第2次プラン」においても、引き続き重点課題とし

て取り上げ、防災に関わる場での男女共同参画をさらに推進していくために、より実効

性の高い施策を展開します。 

 

(３)人権の擁護・救済のための取り組みの強化（→課題7） 

配偶者等からの暴力やストーカー行為等の被害は、社会問題となっています。 

暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、その予防と被害からの回復の

ための取組を推進し、暴力の根絶を図ることは、男女共同参画社会を形成していく上で

克服すべき重要な課題となっています。  

本市では、「第2次プラン」において「人権の擁護・救済のための取り組みの強化」

を重点課題として取り上げ、被害者の保護・自立支援のための機能・体制を強化し、女

性への暴力の根絶に向けた様々な施策を展開しています。 

こうした状況を踏まえて、「改訂第2次プラン」においても、引き続き重点課題とし

て取り上げ、暴力の根絶のための基盤づくりを強化します。 

 

 

 

 

    について 

 

次頁以降の「計画の体系」では、「改訂第 2 次プラン」策定にあたり、 

新規に取り入れた事業やこれまでの事業内容に新たな視点を加えたもの 

について、上記の New マークを付けています。 

New 
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男女共同参画社会の実現に関する理解の促進課題１
 

 

本市では、男女共同参画情報紙「うらやす P-Life」や広報紙、市のホームページ等を

通じて、市民や事業者等に対して男女共同参画に関する情報発信を定期的に実施してい

るほか、性別役割分業3、女性の自立・エンパワーメント等のテーマをもとに、創意工夫

をこらした各種の講座を開催し、幅広く意識啓発事業を展開しています。 

市民意識調査では、「夫は外で働き、妻は家を守ったほうがよい」という考え方につい

て、「そう思う」が前回・前々回調査に比べ低くなっており、性別でみた場合も、女性・

男性ともに「そう思わない」が「そう思う」を上回っています（図表２、図表３）。 

しかしながら、「女性が仕事を持つのはよいが、家事・育児・介護はきちんとしたほ

うがよい」については、男性では「そう思う」が５割を超え「そう思わない」を上回っ

ています（図表４）。 

「夫は仕事、妻は家庭」という固定的な意識・考え方は徐々に薄れてきており、女性

が働くことに男性が一定の理解を示しつつも、家事・育児・介護は女性主体という従来

型の価値観が、特に男性に根強く残っていることが伺えます。 

また、実際の日常生活における役割分担をみても、家事・育児・介護は「妻の役割」

が全般的に高く、家庭での女性の負担感が重い現状が浮き彫りとなっています（図表５）。 

こうした現状を踏まえ、固定的な性別役割分担の意識や行動を変えていくための情報

発信や講座開催、次世代に向けた教育の推進に引き続き取り組むことにより、男女共同

参画社会への理解をさらに深めていくことを目指します。 

 

図表２ 「夫は外で働き、妻は家を守ったほうがよい」についての考え方（経年変化） 

 

そう思う

27.3 

44.2 

36.7 

そう思わない

64.2 

51.5 

60.7 

わからない

5.2 

3.4 

1.3 

無回答

3.2 

0.9 

1.3 

H27年度調査

(1,488人)

H22年度調査

(1,525人)

H17年度調査

(1,206人)
（％）

 
（平成 27・22・17 年度男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査） 

                                                  
3 性別役割分業とは、「男は仕事、女は家事・育児・介護」というように、性別により区分けされ固定化され

た役割のこと。 
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図表３ 「夫は外で働き、妻は家を守ったほうがよい」についての考え方（性別） 

 

そう思う

23.2 

32.9 

そう思わない

68.1 

58.7 

わからない

5.1 

5.6 

無回答

3.7 

2.7 

女性(848人)

男性(625人)

（％）
 

（平成 27 年度男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査） 

 

図表４ 「女性が仕事を持つのはよいが、家事・育児・介護はきちんとしたほうがよい」についての考え方

 

そう思う

41.4 

51.5 

そう思わない

51.0 

38.6 

わからない

4.2 

6.2 

無回答

3.4 

3.7 

女性(848人)

男性(625人)

（％）
 

（平成 27 年度男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査） 

 

図表５ 日常生活における性別役割分担の現状 

 

妻の役割

82.2 

80.0 

35.6 

14.6 

同程度

10.8 

12.3 

6.4 

8.7 

夫の役割

3.6 

4.3 

0.3 

2.4 

該当なし

0.9 

1.0 

43.1 

61.4 

無回答

2.5 

2.5 

14.7 

12.8 

既婚者・

全体(1,180人)

食事の支度

・片付け

掃除・洗濯

育児

（乳幼児の世話）

高齢者の世話

（介護）
（％）

 

（平成 27 年度男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査） 
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男女共同参画社会の実現に役立つ情報の活用を
強化します

施策の方向

１
 

  

  男女共同参画に関する図書・資料の収集・提供、情報紙の発行・活用、ホームページ

等を通じて、市民や事業者等に向けて継続的に情報発信します。また、情報を活用する

能力を育成するための講座等を開催し、メディア・リテラシー4の向上に努めます。 

 

基本事業①男女共同参画に関する図書・資料の収集・提供の促進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.図書・資料の収集・提供 
男女共同参画に関する図書や資料

を収集・提供します。 

中央図書館 

男女共同参画センター 

2.図書・資料に関する広報 

男女共同参画週間等にあわせて、

展示等を開催し、収集した図書や

資料が有効に活用されるようにし

ます。 

中央図書館 

男女共同参画センター 

 

基本事業②メディア・リテラシー向上の促進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.情報活用能力を育てる 

講座の開催 

情報を的確に把握・理解し、取捨

選択する力を身につけるための講

座を開催します。また、関連講座

の情報提供を行います。 

中央図書館 

2.子どもたちの発達段階に 

応じた情報活用能力を育 

てる講座の開催 

発達段階に応じた情報の探し方や

的確な活用方法等について、図書

館活用講座等を通じ伝えます。 

中央図書館 

3.メディア・リテラシーを 

高める教育の実施 

小・中学校において、携帯電話や

コンピュータを利用した情報の扱

い方等、発達段階に応じた教育を

実施します。 

指導課 

 

                                                  
4 メディア・リテラシーとは、テレビ・インターネット・ラジオ・ポスター等の情報を、自分で読み解き活用

する能力や自らも情報発信できる能力のこと。 
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基本事業③市民や事業者等に向けた情報発信の強化 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.男女共同参画情報紙の 

発行・活用 

男女共同参画に関する理解を深

め、実現させるための情報紙を発

行します。また、関連講座の開催

時に参加者に配布します。 

男女共同参画センター 

2.広報紙及びホーム 

ページ等インターネット 

の活用 

男女共同参画に関する情報を広報

紙及びホームページ等のインター

ネットを活用し発信します。 

男女共同参画センター 

3.あらゆる人に届く情報の 

発信 

多言語への対応や高齢者・障がい

者への配慮等、きめ細やかな情報

発信を推進します。 

男女共同参画センター 

 

 

男女共同参画の理解に役立つ講座や研修等の事業を
強化します

施策の方向

２
 

 

市民を対象とした幅広いテーマでの講座開催や市役所の職員研修を通じて、市民や職

員における男女共同参画への理解を深めます。 

 

基本事業①市民を対象とした講座の開催 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.男女共同参画への理解を 

深める講座等の開催 

性別役割分業、女性の自立・エン

パワーメント、人権問題、デート

DV5、性的少数者6への理解等のテ

ーマを取り上げ、男女共同参画へ

の理解を深める講座（出前講座を

含む）等を開催します。 

公民館 

市民大学 

生涯学習課 

男女共同参画センター 

 

 

基本事業②市職員を対象とした研修の実施 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.職員研修の実施 
男女共同参画を推進していくため

の職員研修を実施します。 

人事課 

男女共同参画センター 

                                                  
5 デートDVとは、交際中の若いカップルの間で起こる暴力のこと。 
6 性的少数者とは、LGBT、アセクシュアル（同姓も異性も好きにならない方）、クエスチョニング（性的指

向を探している方）等であり、本プランではLGBTを含めた広い意味合いを有しています。 

New 

New：従来の内容に加えて、女性活躍や性的少数者等に関する講座の充実を図ります。 
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図表７ 女性が結婚や出産後も働き続けるために必要なこと 
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13.2 
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2.5 

保育施設や児童育成クラブ(学童保育)等が

充実すること

夫の理解や家事・育児などに参加すること

上司・職場の仲間などの理解があること

病児・病後児保育や夜間保育などの

多様な保育が充実すること

フレックスタイム制度や短時間勤務制度が

導入されること

育児休業制度の普及と

取得率が向上すること

昇進・昇給など職場での男女平等が

確保されること

労働時間が短縮されること

夫以外（祖父母等）の家族の理解や

家事・育児などに参加すること

その他

全体(1,488人)
（％）

 
（平成 27 年度男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査） 

 

図表８ 今後のワーク・ライフ・バランス推進意向 

 

今後も

より一層

取り組み

たい

31.0%

今後もこれ

まで同様に

継続したい

39.1%

現在は取り

組んでいな

いが今後取

り組みたい

12.2%

取り組む

予定はない

4.1%

わからない

11.7%

無回答

1.9%

全体（419社）

推進意向率

82.3％

 
（平成 28 年度男女共同参画社会づくりに関する事業所調査） 
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ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みを
推進します

施策の方向

１
  

市役所において率先してワーク・ライフ・バランスを推進します。また、事業者を対

象に、女性活躍推進法や次世代育成支援対策推進法への理解、男性の育児・介護休業取

得の向上に向けた普及啓発を行うとともに、行動を後押しする支援も実施します。 

 

 

基本事業①市役所におけるワーク・ライフ・バランスの推進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.育児休業等を取得 

しやすい環境の整備 

育児休業等に関する資料を配布

し、取得手続や経済的支援等につ

いて情報提供します。また、研修

等において育児休業制度等を周知

します。 

人事課 

2.男性職員の配偶者の 

分べんのための特別休暇 

取得率の公表 

配偶者の分べんのための特別休暇

について周知徹底を図り、休暇制

度を利用した男性職員の経験談等

を庁内報等で紹介します。また、

特別休暇取得率を広く公表しま

す。 

人事課 

3.時間外等勤務の縮減 

毎週水曜日のノー残業デーを周知

徹底し、時間外等の勤務状況を把

握し、当該所属長への指導の徹底

を図ります。 

人事課 

 

New 

New：市役所での取り組みを冒頭に掲げることで、「まず、市役所が率先して取り組む」という姿勢を

表現しています。市が、１事業者としてワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組んでいくこ

とで、市域内の事業者や市民に対して、範を示していきます。 

また、具体的な取り組みと取り組みの内容を刷新し、実効性を高めていきます。 
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基本事業②事業者におけるワーク・ライフ・バランスの普及・啓発の推進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.次世代育成支援対策推進 

法・女性活躍推進法等の 

普及・啓発 

次世代育成支援対策推進法・女性

活躍推進法の普及に向け啓発を行

います。また、国の助成制度に関

する情報提供も行います。 

商工観光課 

2.男性の育児・介護休業取得 

率向上に向けた普及・啓発 

男性の育児・介護休業取得率向上

を目指し、男性が育児・介護休業

を取得しやすい職場づくりのため

の啓発を行います。 

商工観光課 

3.長時間労働削減に向けた 

普及・啓発 

男女共同参画のさらなる推進のた

め、事業所に向けて長時間労働削

減への理解を深めるための啓発を

行います。 

商工観光課 

 

 

 

 

 

 

基本事業③事業者におけるワーク・ライフ・バランスの取り組み支援 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.ワーク・ライフ・バランス 

優良企業表彰制度の検討 

他の模範となる企業や商店を表彰

する優良企業表彰制度を活用し

て、ワーク・ライフ・バランスへ

の取り組みを、企業等の表彰の審

査基準に盛り込むことを検討しま

す。 

商工観光課 

2.アドバイザー派遣による 

支援 

経営、労務、ワーク・ライフ・バ

ランス等の相談について、社会保

険労務士、中小企業診断士等を派

遣して支援します。 

商工観光課 

 

New 

New 

New：女性の活躍推進に関する情報発信を充実させます。また、ワーク・ライフ・バランス推進のため

に、上司・部下にかかわらず職場における意識改革、従来型の働き方の変革につながる普及・ 

啓発を実施します。 

New：ワーク・ライフ・バランスに取り組む事業者を後押しする施策を実施します。 
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就業継続に向け保育や子育てを支援します
施策の方向

２
 

 

男女がともに就業継続できるよう、育児支援対策の拡充を図るとともに、市民との相

互協力のもと、家庭や地域で担う子育て支援を実施します。 

 

基本事業①男女が共に就業継続できる育児支援の充実 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.保育事業の充実 

待機児童の解消を目指し、施設の

整備、産休明け保育、延長保育、

病児・病後児保育、一時預かり、

保育ママ事業の充実を図ります。

また、事業所内保育施設設置・運

営支援等の情報提供を行います。 

保育幼稚園課 

2.幼稚園型認定こども園 

での育児支援の拡充 

幼稚園型認定こども園を増やしま

す。 
保育幼稚園課 

3.児童育成クラブ事業7の 

充実 

児童育成クラブの充実を図りま

す。 
青少年課 

 

 
 

基本事業②家庭・地域で担う子育て支援の推進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.地域での子育て支援 

子育て家族支援者養成講座の開

催、ファミリーサポートセンター

事業を実施します。 

こども課 

2.多様なニーズにあわせた 

子育て支援 

保護者の病気、出産などで休息や

息抜きが必要なとき等、こどもシ

ョートステイの実施、エンゼルヘ

ルパーの派遣事業を実施します。 

こども課 

こども家庭支援センター

3.小学生の放課後居場所 

づくりの充実 

小学校での放課後異年齢児交流促

進事業8、青少年館での居場所づく

り事業の充実を図ります。 

青少年課 

                                                  
7 児童育成クラブ事業とは、保護者が就労などにより、昼間家庭にいない小学校 1 年生から小学校 4 年生ま

での児童と、療育手帳等の交付を受けているなど、特別な支援を必要とする小学校 6 年生までの児童を対

象に、放課後等の時間帯において、家庭に代わる生活の場を提供し、遊び及び生活を通じてその健全な育

成を図る事業。 
8 放課後異年齢児交流促進事業とは、児童が通い慣れた学校を「遊び場」として確保し、遊びを通じた異年齢

間の交流を促進することによって、子どもたちの創造性や自主性、社会性を養い、児童の健全育成を図るこ

とを目的に行っている事業。 

New 

New：働きやすい環境の整備の一環として、事業所内保育施設設置に関する情報提供を実施します。 
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職場・家庭・地域への男女の平等な参画を支援します
施策の方向

３
 

 

再就職講座や多様な働き方等に関する情報提供、就業・労働相談を充実させるととも

に、子育て・介護に関する情報提供や講座を開催し、女性と男性が対等なパートナーと

して職場・家庭・地域に参画できるよう支援します。 

 
 

基本事業①女性の職業能力の開発と様々な働き方への支援の実施 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.職業能力の開発等の講座 

開催 

職業能力を開発し、新しい働き方

に対する選択肢を増やすため、再

就職支援の講座を開催するととも

に、再就職に関する相談会を開催

します。 

商工観光課 

2.キャリアアップや再就職 

等の相談の実施・充実 

専門家による職場での不平等の解

消や社会保険への加入等などの就

業・労働相談や、再就職に関する

情報提供や相談等を実施します。 

商工観光課 

3.多様な働き方に関する 

情報提供 

パートタイム、派遣労働や、在宅

ワークなどの SOHO9、フリーラン

スなど、さまざまな働き方に対す

る支援や労働に関する法制度の普

及・啓発を行います。 

商工観光課 

                                                  
9 SOHO とは、Small Office /Home Office の略語であり、パソコンやインターネットを使い、自宅等でビ

ジネスを行うこと。 

New 

New：ワーク・ライフ・バランスの推進だけでなく、「課題３ あらゆる分野に参画する機会の確保」の

主要テーマである女性活躍推進も念頭に入れた取り組みとして内容を刷新し、実効性をさらに高

めていきます。 
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 基本事業②仕事と育児・介護の両立に関する意識啓発の推進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.仕事と家庭の両立に向け 

た講座開催 

仕事と育児・介護などの家庭生活

の両立に向けて仕事と家庭生活の

両立に関する講座や男性が家庭で

の役割を担うために役立つ講座を

開催します。 

公民館 

男女共同参画センター 

2.出産準備・乳幼児の育児に 

関する講座 

夫婦で参加する育児に関する講座

を開催します。 
健康増進課 

3.子育てに関する情報冊子

の発行 

市民との協働による子育てハンド

ブックを作成します。 
こども課 

4. 介護保険制度の周知 

介護をしながら就労継続ができる

よう介護保険制度の周知をしま

す。 

介護保険課 

 

 

 

基本事業③地域での役割を担うための啓発の推進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.地域参画を推進する 

イベント等の開催 

地域活動を支援、推進するための

イベント等を開催します。 
協働推進課 

New 

New：ワーク・ライフ・バランス、女性活躍推進のため、男性の意識改革につながる講座を実施します。
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あらゆる分野に参画する機会の確保課題３
 

 

男女共同参画社会の実現のためには、性別にかかわらず、その生き方に自信と誇りを

持ち、自らの意思によりその個性と能力を十分に発揮することにより、職場・家庭・地

域等あらゆる場面において活躍できることが重要です。 

また、様々な組織において、女性と男性が対等に参画し、方針決定過程においても、

さらに女性の参画を推進することが重要です。 

本市における女性参画の現状をみると、審議会における女性委員割合については、市

町村（全国平均）に比べ高いものの、35％程度の横ばいで推移しており、今後、一層の

浸透が望まれます（図表９）。 

また、市役所における女性管理職（次長級・課長級相当合計）職員の割合については、

市町村（全国平均）に比べ高く、直近３年間では増加傾向を示しており（図表 10）、

今後も増加基調を堅持し、市内事業者に対して先導的な役割を果たすことが重要です。 

こうした現状を踏まえ、女性活躍推進についても、本市が率先して行動していくとと

もに、女性のさらなる活躍に向けた啓発事業を展開していくことで、様々な組織におい

て女性のさらなる参画が進み、多様な視点や新たな発想により活力が創出され、そうし

た動きが地域全体へ波及していくことを目指します。 

 

図表９ 審議会における女性委員割合の推移 
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（浦安市資料、内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」）  
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図表 10 市役所における女性管理職（課長級相当以上）職員割合の推移 
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（浦安市資料、内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」）  

 

 

政策・方針決定過程への女性の参画を促進します
施策の方向

１
 

 

市役所において率先して女性活躍推進に取り組みます。また、事業者において、女性

活躍がより浸透していくための普及啓発に努めます。 

 

 

基本事業①市役所における女性活躍の推進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.性別のかたよりのない 

職場環境の整備 

行政事務職の女性採用試験の申込

者数を 40％以上にするように周

知を図ります。 

人事課 

2.女性が活躍できる職場 

環境の整備 

女性職員の意欲向上のため、ロー

ルモデル10となる先輩女性職員の

事例や経験談を庁内報等で紹介し

ます。また、女性職員のキャリア

アップ意識を高めるための外部研

修を行います。 

人事課 

3.各役職段階の職員の女性

割合の把握・公表 

係長級以上の女性職員の割合を把

握・公表します。 
人事課 

 

                                                  
10  ロールモデルとは、具体的な行動をする際の模範となる対象のこと。 

New 

New：市が率先して女性活躍推進に向けた具体的な数値目標を掲げ、目標達成に向け取り組みます。 
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基本事業②事業者における女性活躍の促進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

 

1.女性活躍やポジティブ・ 

アクション11に関する 

普及・啓発 

ポジティブ・アクションの普及に

向け啓発を行います。また、市内

で女性活躍に積極的な事業者等の

情報収集・発信に努めます。 

商工観光課 

 

 

 

地域活動における男女共同参画の取り組みを支援します
施策の方向

２
 

 

あらゆるひとが地域で活躍できる場を得られるように支援します。 

 

基本事業①地域活動における男女共同参画の促進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.地域活動への参加促進 

あらゆるひとが、地域で活躍する

場を得られるように、自治会活動

や市民活動団体等に関する情報を

提供し、参加を促します。 

地域ネットワーク課 

協働推進課 

 

 

審議会等における委員構成の男女比の適正化を図ります
施策の方向

３
 

 

審議会等における委員の女性割合向上と公募による委員登用の拡大を図ります。 

 

基本事業①審議会等における女性委員割合の向上 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.委員の女性割合の向上 
審議会等への女性の参画を促し、

女性委員割合の向上を図ります。 
協働推進課 

2.公募による委員登用の 

拡大 

審議会等への市民参加を促し、公

募委員の登用を拡大します。 
協働推進課 

                                                  
11 ポジティブ・アクションとは、「営業職に女性が殆どいない」「管理職の大半を男性が占めている」等、

固定的な性別役割分担意識や過去の経緯から、男女間に格差が生じている場合、こうした格差を解消しよ

うと自主的・積極的に行う取り組みのこと。 

New 

New：事業者における女性活躍推進の取り組みをさらに広げていくための啓発活動を充実させます。 
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防災における男女共同参画の推進課題４
 

 

本市では、東日本大震災による被災を受けて、「防災における男女共同参画の推進」

を重点的に取り組む課題として位置づけ、男女共同参画の視点を踏まえながら、あらゆ

るひとに配慮した防災体制の確立に向けて、様々な施策を展開しています。 

具体的な取り組みの１つとして、平成 26 年度修正版の浦安市地域防災計画（震災編）

において、「運営にあたっては、できるだけ女性の参画を推進するとともに、男女のニー

ズの違い等男女双方の視点等に配慮する。」と明記しており、男女共同参画の視点・考え

方を踏まえた防災計画の策定につなげています。 

市民意識調査では、防災において必要なこととしては、「避難所運営や被災者対応に多

様な視点が入ること」が最も高く、次いで「防災計画に多様な視点が入ること」となっ

ており、こうした市民ニーズに対応した取り組みでもあります（図表 11）。 

今後も、防災における男女共同参画の推進に向けた啓発事業や様々な視点を踏まえた

防災体制の確立に向けた事業を展開し、非常時であっても、男女共同参画の意識や考え

方が浸透したまち・うらやすの実現を目指します。 

 

図表 11 防災において必要なこと 

 

64.4 

36.5 

18.0 

16.4 

7.7 

避難所運営や被災者対応に

多様な視点が入ること

防災計画に多様な視点が入ること

自主防災組織（自治会）に

女性が増えること

自治会長や役員に女性の参画が

増えること

その他

全体（1,488人）
（％）

 

（平成 27 年度男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査） 
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男女共同参画の視点を踏まえた防災体制を確立します
施策の方向

１
 

 

災害時においても男女共同参画の考え方や行動が浸透するように、情報提供や講座開

催等を実施します。 

 

基本事業①男女共同参画の視点を踏まえた防災体制の強化 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.男女共同参画センターに 

よる防災情報の提供 

男女共同参画センターが発行する

情報紙において特集記事を組み、

災害発生等緊急時の対応や行動マ

ニュアル等についての情報を発信

します。 

男女共同参画センター 

2.地域防災計画の見直し 
男女共同参画の視点を踏まえ、地

域防災計画を見直します。 
防災課 

3.自主防災組織への支援の 

拡充 

地域の自主防災組織への女性の参

画を促すとともに、支援を拡充し

連携を図ります。 

防災課 

4.女性消防団員参画の推進 
地域で活動する消防団員への女性

の参画を推進します。 
消防本部総務課 

 

 

 

基本事業②男女が共に防災に参画するための啓発の促進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.大規模災害等に備える 

ための講座の開催 

自治会等を対象に、大規模災害等

に備えるための講座を開催しま

す。 

防災課 

2.防災についての職員研修 

の実施 

男女共同参画の視点を踏まえた防

災体制強化のため、職員研修を実

施します。 

防災課 

 

New 

New：市民の関心が高い「防災」という切り口から、「男女共同参画」の考え方の浸透を図ります。 
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あらゆる人に配慮した防災体制を確立します
施策の方向

２
 

 

子ども、高齢者、障がい者、外国人等、あらゆる立場・状況にある市民へのきめ細や

かな広報活動を行うとともに、支援が必要な高齢者、障がい者の把握に努めます。 

 

基本事業①あらゆる人に配慮した防災体制の整備 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.きめ細やかな広報活動の 

推進 

防災情報や災害発生等緊急時にお

ける情報発信について、誰もが情

報を受け取れるよう、きめ細やか

な広報活動を推進します。 

広聴広報課 

2.災害時の外国人住民への 

支援の促進 

災害時における外国人住民を支援

するためのボランティアを養成す

るための講座を開催します。 

地域ネットワーク課 

3.支援が必要な高齢者・ 

障がい者の把握 

災害発生等緊急時において、支援

が必要な人を把握します。 

介護保険課 

障がい福祉課 

高齢者福祉課 
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在住・在勤外国人が安心できる環境を整備します
施策の方向

１
 

 

在住・在勤外国人のための生活情報の提供を充実させるとともに、国際交流事業を通

じて多文化共生への理解促進に努めます。 

 

基本事業①外国人のための生活情報の提供 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.外国語による情報発信の 

推進 

広報紙及びホームページ等、外国

語での情報を発信します。 
広聴広報課 

2.外国人相談窓口の充実 

外国語で対応できる相談を実施

し、女性の相談に関しては、「女性

のための相談」と連携を図ります。

地域ネットワーク課 

 

基本事業②多文化への理解を深めるための事業の実施 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.国際交流の推進 
国際センターを拠点として、国際

交流を推進します。 
地域ネットワーク課 

2.国際社会理解講座の開催 
多文化への理解を深めるため、市

民に対して講座を開催します。 

地域ネットワーク課 

公民館 

市民大学 
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高齢者や障がい者の社会参画と生活を支援します
施策の方向

４
 

 

高齢者、障がい者を対象とした相談事業や就労支援等を通じて、高齢者や障がい者の

社会参画や自立を支援します。 

 

基本事業①高齢者支援事業の推進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.高齢者への就労支援 
シルバー人材センター等、高齢者

の就労の場を確保し提供します。 
高齢者福祉課 

2.高齢者に関わる相談の 

実施 

高齢者の介護に関して、専門家に

よる相談を実施します。 
猫実地域包括支援センター

 

基本事業②障がい者支援事業の推進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.障がい者への就労支援 

ワークステーション等を中心に障

がい者の就労の場を確保し提供し

ます。 

障がい事業課 

 

 

2.障がい者に関わる相談の 

実施 

窓口や電話等において、障がい者

に関わる相談を実施します。 
障がい事業課 

3.障がい児保育、教育の充実 

保育園、幼稚園、認定こども園、

小・中学校で障がい児への保育、

教育の充実を図ります。 

保育幼稚園課 

指導課 

 

 

4.障がい児に関わる相談の 

実施 

電話や面談で特別支援に関わる相

談を実施します。 
指導課 

 

New 

New 

New：相談事業の充実を図ります。 
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性への理解と生涯を通じた健康の支援課題６
 

 

本市では、多様な性の理解促進に向けた情報提供、健康づくりに向けた各種健康診断

の受診促進、育児に関わる相談等の事業を継続して実施しています。 

市民意識調査では、「性と生殖の健康を人権としてとらえよう」という考え方である

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ12」について、全体での内容理解度は 3.6％、認

知度（「言葉も内容も知っている」と「言葉は聞いたことがあるが、内容までは知らな

い」の合計）が 14.5％であり、今後も普及啓発が必要です（図表 14）。 

過去１年間での健康診断の受診状況は、男女ともに健康診断の未受診率が減少傾向で

はありますが、平成 27 年度調査時点で、女性では５人に１人が未受診となっています

（図表 15）。 

こうした現状を踏まえて、互いの性を尊重する意識啓発や健康づくり支援等を実施す

ることで、男女が互いの性差に応じた健康について理解を深めつつ、生涯にわたり心身

ともに健康で安全な暮らしを実現していくことを目指します。 

 

図表 14 リプロダクティブ・ヘルス/ライツの認知状況 

 

言葉も内容も

知っている

3.6 

2.5 

5.1 

聞いたことは

ある

10.9 

9.6 

12.6 

知らない

81.4 

83.7 

78.4 

無回答

4.2 

4.2 

3.8 

全体(1,488人)

女性(848人)

男性(625人)

（％）
 

（平成 27 年度男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査） 

                                                  
12 リプロダクティブ・ヘルス／ライツとは、女性が健康を維持して、子どもを産むかどうか等を自ら選択・

決定できる権利のこと。 
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図表 15 過去１年間での健康診断未受診率の推移（性別） 

 

20.0 

24.8 

30.4 

H27年度調査

(848人)

H22年度調査

(899人)

H17年度調査

(703人)

未受診率【女性】 （％）

9.0 

10.1 

11.4 

H27年度調査

(625人)

H22年度調査

(612人)

H17年度調査

(481人)

未受診率【男性】 （％）

 

（平成 27・22・17 年度男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査） 

 

 

互いの性を尊重する意識づくりに取り組みます
施策の方向

１
 

 

互いの性への理解を深めるため、性差医療の普及やリプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツの普及・啓発に努めるとともに、多様な性への理解を促進します。 

 

基本事業①互いの性への理解促進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.性差医療13の情報収集・ 

提供 

女性外来等性差医療の情報収集・

提供を行います。 
男女共同参画センター 

2.リプロダクティブ・ヘルス 

／ライツの普及・啓発 

性の自己決定等リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツの普及に向け

啓発を行います。 

男女共同参画センター 

 

基本事業②多様な性への理解促進 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1. 性的少数者への理解促進 

性同一性障がい等性的少数者への

理解を促進する情報提供等を行い

ます。 

男女共同参画センター 

                                                  
13 性差医療とは、男女差を考慮した医療のこと。同じ病気でも男女で症状に差があるため、「女性外来」を

設置する医療機関もあります。 
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生涯にわたる健康づくりを支援します
施策の方向

２
 

 

あらゆるひとが生涯にわたり健康を維持するために、ライフステージに応じた健康づ

くり支援を実施するとともに、妊婦や乳幼児の保護に関する取り組みを積極的に推進し

ます。 

 

基本事業①健康づくりへの支援 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.健康診断受診等の促進 
女性の健康診断受診の促進等、健

康づくりを支援します。 
健康増進課 

2.女性特有がん検診受診の 

促進 

乳がん、子宮がんに関する周知、

検診受診の促進をします。 
健康増進課 

3.更年期に関する啓発活動 

の実施 

更年期に関する理解を深めるため

の啓発活動を実施します。 
健康増進課 

4.メンタルヘルスサポート 

の推進 

うつ病予防等、メンタルヘルスに

関する事業を推進します。 
健康増進課 

 

基本事業②妊婦や乳幼児の保護に関する取り組みの充実 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.妊娠・出産に関わる相談の

実施 

専門家による妊娠・出産に関わる

相談を実施します。 
健康増進課 

2.妊婦への健康講座の開催 
妊婦の健康に関わる講座を開催し

ます。 
健康増進課 

3.新生児・妊婦訪問の実施 
専門家による新生児・妊婦訪問を

実施します 
健康増進課 

4.育児に関わる相談の実施 
専門家による育児に関わる相談を

実施します。 
健康増進課 
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人権の擁護・救済のための取り組みの強化課題７
 

 

本市では、「第 2 次プラン」において「人権の擁護・救済のための取り組みの強化」

を重点的に取り組む課題として位置づけ、被害者の保護・自立支援のための機能・体制

を強化し、女性への暴力の根絶に向けた様々な施策を展開しています。 

市民意識調査では、配偶者や恋人等のパートナーからの暴力（DV）を受けた経験率（「何

度もあった」と「１、２度あった」の合計）については、全体で約４割を占めており、

その中で「命の危険を感じた」が約１割を占めています（図表 16、図表 17）。 

また、「充実させると良いDVに対する対策や援助」については、「家族やパートナー

間であっても暴力は犯罪であるという意識の啓発」「暴力は精神的、経済的など、身体

的以外も含まれるという意識の啓発」等が上位に挙げられています（図表18）。 

こうした状況を踏まえ、今後も、DVに対する正しい理解の促進に向けた啓発活動や女

性のための相談の実施、DV被害者に対する救済支援、セクハラ/パワハラの防止対策、

子ども・高齢者・障がい者への虐待防止対策等を継続的に実施することで、あらゆるひ

とへの暴力を根絶し、人権尊重への理解を深めていくことを目指します。 

 

図表 16 パートナーから DV を受けた経験 

 

ある

40.1%

ない

59.9%

DVを受けた経験の有無

（1,488人）
命の危険

を感じた

10.7%

感じな

かった

86.2%

無回答

3.0%

命の危険を感じたひとの割合

（596人）

 

（平成 27 年度男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査） 

33

Ⅱ 基本的な考え方と施策の体系



 

図表 17 DV のさまざまな形態 

 

身体的暴力 なぐる、ける、首をしめる、突き飛ばす、やけどを負わせる等、身体に危害を及ぼす暴力

精神的暴力 
無視する、大声でどなる、「誰のおかげで食べられるんだ」「バカ」とののしる等、心な

い言動や態度によって心を傷つける暴力 

経済的暴力 生活費を渡さない、家計を厳しく管理する等、経済的に圧迫する暴力 

社会的暴力 
実家や友人とつきあうのを制限・監視する、手紙、電話、携帯をチェックする、許可なし

に外出させない等、社会的な行動を制限する暴力 

性的暴力 
性的行為の強要や避妊に協力しない、中絶行為の強要、見たくないポルノ雑誌やビデオを

見せる等、性的行為を強要する暴力 

子どもを巻き 

込んだ暴力 
子どもに暴力を見せる、危険な目にあわせる、子どもに暴力をふるうと脅す等の暴力 

（浦安市資料） 

 

図表 18 充実させると良い DV に対する対策や援助 

 

69.0 

60.6 

51.2 

48.1 

46.8 

45.1 

43.8 

42.4 

37.0 

37.0 

34.9 

2.5 

家族やパートナー間であっても

暴力は犯罪であるという意識の啓発

暴力は精神的、経済的など、身体的以外も

含まれるという意識の啓発

加害者に対する厳正な対処

緊急避難時に相談できる体制の充実

被害者が駆け込める緊急避難所

（シェルター等）の整備

若年層から暴力をなくしていくための教育

暴力を目撃した子どもの

心理的ケアなど支援の充実

カウンセリングや日常的な相談など、

被害者への心のケアの充実

住居や就労あっせん、経済的援助など、

被害者への自立支援に関する相談の充実

加害者の更生に関するプログラムや

カウンセリングなど対応の充実

医療機関での被害者対応の充実

（DVの発見・関係機関への通報など）

その他

全体（1,488人）
（％）

 

（平成 27 年度男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査）
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推進体制の強化課題８
 

 

平成 26 年 4 月 1 日より、女性プラザから、新たに名称が「浦安市男女共同参画セン

ター（ルピナス）」となりました。 

市民意識調査では、「男女共同参画社会実現に向けて市が推進すべき施策」について、

「広報紙やパンフレット、インターネットなどを通じた情報提供を充実する」「多様な性

を含むあらゆる人々に男女共同参画に対する理解を促進する」「人権を守る対策や相談体

制を充実する」「意思決定や政策立案の女性の参画を進める」「活動する女性のための人

材バンクやネットワークづくりを支援する」等が上位に挙げられており（図表 19）、こ

れらの施策を優先的に推進していくことが重要です。 

男女共同参画センターは、性別にかかわりなく、多様な個性や能力を生かすまちづく

りのための拠点であり、本市における男女共同参画社会の実現に向け、中心的な役割を

果たす組織として、今後もさらに成長していくことが求められます。 

こうした視点から、男女共同参画センターが、本市における男女共同参画に関する情

報を集約・発信する一大拠点となるとともに、市民、事業者、団体や職員等を対象に様々

な働きかけを行いつつ、男女共同参画に関心を持つひとたちの行動を後押し、行動する

ひとを結び付けていく役割を果たしていくことを目指します。 

 

図表 19 男女共同参画社会実現に向けて市が推進すべき施策（上位５位） 

 

36.2 

29.5 

28.8 

26.1 

25.3 

広報紙やパンフレット、インターネットな

どを通じた情報提供を充実する

多様な性を含むあらゆる人々に

男女共同参画に対する理解を促進する

人権を守る対策や相談体制を充実する

意思決定や政策立案の女性の参画を進める

活動する女性のための人材バンクや

ネットワークづくりを支援する

全体（1,488人）
（％）

 

（平成 27 年度男女共同参画社会づくりに関する市民意識調査） 
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基本事業③男女共同参画センターの機能強化 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.先進事例の調査・研究 
男女共同参画推進に関する先進事

例の調査・研究をします。 
男女共同参画センター 

2.男女共同参画推進の拠点 

としての管理・運営 

男女共同参画を推進する拠点とし

て、相談業務・情報提供等を実施

します。 

男女共同参画センター 

3.市民との交流の場づくり 

男女共同参画センターの事業を通

じて、市民との交流の場を設け、

市民と協働で実施します。 

男女共同参画センター 

4.男女共同参画推進への 

ネットワークづくり 

市内の男女共同参画推進に取り組

む団体同士の連携や、近隣自治体

の男女共同参画の担当部署との連

携を図ります。 

男女共同参画センター 

 

 

 

男女共同参画に関する調査・研究を行います
施策の方向

２
 

 

市民、事業者、職員の意識や実態を定期的に把握するとともに、国内外や千葉県等の

ジェンダー統計の収集・提供等を通じて、男女共同参画に関する施策に反映させるよう

努めます。 

 

基本事業①プラン改訂時における男女共同参画に関する意識実態調査の実施 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.市民を対象とした調査の 

実施 

市民を対象に、男女共同参画社会づ

くりに関する調査を実施します。 
男女共同参画センター 

2.職員を対象とした調査の 

実施 

職員を対象に、男女共同参画社会づ

くりに関する調査を実施します。 
男女共同参画センター 

3.市内事業所を対象とした 

調査の実施 

事業所を対象に、男女共同参画社会

づくりに関する調査を実施します。
男女共同参画センター 

New 

New 

New：本市における男女共同参画推進に向けた取り組みの輪を、さらに広げていきます。 
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基本事業②ジェンダー統計の収集・提供 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.ジェンダー統計の収集・ 

提供 

市内、国内外のジェンダー統計を

収集し提供します。 
男女共同参画センター 

 

基本事業③男女共同参画条例の調査・研究 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.男女共同参画条例の調査・ 

研究 

男女共同参画条例に関する先進事

例の調査・研究をします。 
男女共同参画センター 

 

 

課題解決に向け計画の進行管理を強化します
施策の方向

３
 

 

「改訂第２次プラン」に掲げる事業の実施状況を調査し、その結果を広く公表すると

ともに、浦安市男女共同参画推進会議と浦安市男女共同参画庁内推進会議において議

論・検討し、課題解決を図りながら、PDCAサイクルにより運営・管理を行います。 

 

基本事業①計画の進行管理の強化 

具体的な取り組み 取り組みの内容 担当部署 

1.計画の進行管理 

市が実施する関連事業の進捗状況

調査を実施し、着実に事業の執行

に向け進行管理を行います。 

男女共同参画センター 
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指標（目標値）の設定５
 

 

課題 指標 
現状値 

(平成 27 年度) 

目標値 

(平成 32 年度)

課題 1 

男女共同参画社会の

実現に関する 

理解の促進 

性別役割分業意識（夫は外で働き、妻は家

庭を守るべきである）を持たない人の割合
44.0％ 50％ 

「男女共同参画」という言葉の認知度 80.6％ 100％ 

課題 2 

ワーク・ライフ・ 

バランスの推進 

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉

の認知度 
58.9％ 70％ 

男性の家事・育児・介護に費やす時間 

平日 

１時間４分 

平日 

２時間 30 分

休日 

２時間 22 分 

休日 

４時間 

保育所の待機児童数 79 人 0 人 

市役所男性職員の配偶者の分べんのため

の特別休暇取得率 
87.5％ 100％ 

市役所の男性職員の育児休業取得 5.9％ 13％ 

課題 3 

あらゆる分野に 

参画する機会の確保

市役所採用試験申込者の女性割合 35.0％ 40％ 

市役所係長級以上の女性職員の割合 22％ 35％ 

審議会における女性委員の割合 37.8％ 40％ 

課題 4 

防災における 

男女共同参画の推進

女性消防団員の割合 24.0％ 30％ 

課題 6 

性への理解と生涯を

通じた健康の支援 

子宮がん検診受診率 34.3％ 50％ 

乳がん検診（マンモグラフィ）受診率 18.2％ 50％ 

課題 7 

人権の擁護・救済の

ための取り組み 

の強化 

男女共同参画センター（ルピナス）で 

行う相談事業の認知度 
32.6％ 70％ 

課題 8 

推進体制の強化 

男女共同参画センター（ルピナス）の 

認知度 
28.4％ 70％ 

＊指標（目標値）の設定に際しては、各課題を踏まえた事業を実施したことによる成果が、定量的

に把握できる指標としているため、定量的な数値把握が難しい「課題５ 男女が共に安心して暮ら

せる環境の整備」については、設定を控えています。 
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３．女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

 

この条約の締約国は， 

 国際連合憲章が基本的人権，人間の尊厳及び価値

並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認

していることに留意し，世界人権宣言が，差別は容

認することができないものであるとの原則を確認し

ていること，並びにすべての人間は生まれながらに

して自由であり，かつ，尊厳及び権利について平等

であること並びにすべての人は性による差別その他

のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権

利及び自由を享有することができることを宣明して

いることに留意し，人権に関する国際規約の締約国

がすべての経済的，社会的，文化的，市民的及び政

治的権利の享有について男女に平等の権利を確保す

る義務を負っていることに留意し，国際連合及び専

門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平

等を促進するための国際条約を考慮し，更に，国際

連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促

進するための決議，宣言及び勧告に留意し，しかし

ながら，これらの種々の文書にもかかわらず女子に

対する差別が依然として広範に存在していることを

憂慮し，女子に対する差別は，権利の平等の原則及

び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり，女

子が男子と平等の条件で自国の政治的，社会的，経

済的及び文化的活動に参加する上で障害となるもの

であり，社会及び家族の繁栄の増進を阻害するもの

であり，また，女子の潜在能力を自国及び人類に役

立てるために完全に開発することを一層困難にする

ものであることを想起し，窮乏の状況においては，

女子が食糧，健康，教育，雇用のための訓練及び機

会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も

少ないことを憂慮し，衡平及び正義に基づく新たな

国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢

献することを確信し，アパルトヘイト，あらゆる形

態の人種主義，人種差別，植民地主義，新植民地主

義，侵略，外国による占領及び支配並びに内政干渉

の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であるこ

とを強調し，国際の平和及び安全を強化し，国際緊

張を緩和し，すべての国（社会体制及び経済体制の

いかんを問わない。）の間で相互に協力し，全面的

かつ完全な軍備縮小を達成し，特に厳重かつ効果的

な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し，諸国間

の関係における正義，平等及び互恵の原則を確認し，

外国の支配の下，植民地支配の下又は外国の占領の

下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を

実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重すること

が，社会の進歩及び発展を促進し，ひいては，男女

の完全な平等の達成に貢献することを確認し，国の

完全な発展，世界の福祉及び理想とする平和は，あ

らゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大

限に参加することを必要としていることを確信し，

家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認

められていなかった女子の大きな貢献，母性の社会

的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役

割に留意し，また，出産における女子の役割が差別

の根拠となるべきではなく，子の養育には男女及び

社会全体が共に責任を負うことが必要であることを

認識し，社会及び家庭における男子の伝統的役割を

女子の役割とともに変更することが男女の完全な平

等の達成に必要であることを認識し，女子に対する

差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を

実施すること及びこのために女子に対するあらゆる

形態の差別を撤廃するための必要な措置をとること

を決意して，次のとおり協定した。 

 

第１部 

第１条 

 この条約の適用上，「女子に対する差別」とは，

性に基づく区別，排除又は制限であつて，政治的，

経済的，社会的，文化的，市民的その他のいかなる

分野においても，女子（婚姻をしているかいないか

を問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び

基本的自由を認識し，享有し又は行使することを害

し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 

 

第２条 

 締約国は，女子に対するあらゆる形態の差別を非

難し，女子に対する差別を撤廃する政策をすべての

適当な手段により，かつ，遅滞なく追求することに

合意し，及びこのため次のことを約束する。 

(a)男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当

な法令に組み入れられていない場合にはこれを

定め，かつ，男女の平等の原則の実際的な実現

を法律その他の適当な手段により確保すること。 

(b)女子に対するすべての差別を禁止する適当な

立法その他の措置（適当な場合には制裁を含

む。）をとること。 

(c)女子の権利の法的な保護を男子との平等を基 

礎として確立し，かつ，権限のある自国の裁判
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所その他の公の機関を通じて差別となるいか

なる行為からも女子を効果的に保護すること

を確保すること。 

(d)女子に対する差別となるいかなる行為又は慣 

行も差し控え，かつ，公の当局及び機関がこの

義務に従って行動することを確保すること。 

(e)個人，団体又は企業による女子に対する差別を

撤廃するためのすべての適当な措置をとること。 

(f)女子に対する差別となる既存の法律，規則，慣

習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべて

の適当な措置（立法を含む。）をとること。 

(g)女子に対する差別となる自国のすべての刑罰

規定を廃止すること。 

 

第３条 

 締約国は，あらゆる分野，特に，政治的，社会的，

経済的及び文化的分野において，女子に対して男子

との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し

及び享有することを保障することを目的として，女

子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべ

ての適当な措置（立法を含む。）をとる。 

 

第４条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを

目的とする暫定的な特別措置をとることは，この条

約に定義する差別と解してはならない。ただし，そ

の結果としていかなる意味においても不平等な又は

別個の基準を維持し続けることとなってはならず，

これらの措置は，機会及び待遇の平等の目的が達成

された時に廃止されなければならない。 

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別

措置（この条約に規定する措置を含む。）をとるこ

とは，差別と解してはならない。 

 

第５条 

 締約国は，次の目的のためのすべての適当な措置

をとる。 

(a)両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念

又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び

慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため，

男女の社会的及び文化的な行動様式を修正する

こと。 

(b)家庭についての教育に，社会的機能としての母

性についての適正な理解並びに子の養育及び教

育における男女の共同責任についての認識を含

めることを確保すること。あらゆる場合におい

て，子の利益は最初に考慮するものとする。 

第６条 

 締約国は，あらゆる形態の女子の売買及び女子の 

売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措 

置（立法を含む。）をとる。 

 

第２部 

第７条 

 締約国は，自国の政治的及び公的活動における女

子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措

置をとるものとし，特に，女子に対して男子と平等

の条件で次の権利を確保する。 

(a)あらゆる選挙及び国民投票において投票する

権利並びにすべての公選による機関に選挙され

る資格を有する権利 

(b)政府の政策の策定及び実施に参加する権利並

びに政府のすべての段階において公職に就き及

びすべての公務を遂行する権利 

(c)自国の公的又は政治的活動に関係のある非政

府機関及び非政府団体に参加する権利 

 

第８条 

 締約国は，国際的に自国政府を代表し及び国際機

関の活動に参加する機会を，女子に対して男子と平

等の条件でかついかなる差別もなく確保するための

すべての適当な措置をとる。 

 

第９条 

１ 締約国は，国籍の取得，変更及び保持に関し，

女子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は，

特に，外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更

が，自動的に妻の国籍を変更し，妻を無国籍にし又

は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確

保する。 

２ 締約国は，子の国籍に関し，女子に対して男子

と平等の権利を与える。 

 

第３部 

第10条 

 締約国は，教育の分野において，女子に対して男

子と平等の権利を確保することを目的として，特に，

男女の平等を基礎として次のことを確保することを

目的として，女子に対する差別を撤廃するためのす

べての適当な措置をとる。 

(a)農村及び都市のあらゆる種類の教育施設にお

ける職業指導，修学の機会及び資格証書の取得
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のための同一の条件。このような平等は，就学

前教育，普通教育，技術教育，専門教育及び高

等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練にお

いて確保されなければならない。 

(b)同一の教育課程，同一の試験，同一の水準の資

格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設

及び設備を享受する機会 

(c)すべての段階及びあらゆる形態の教育におけ

る男女の役割についての定型化された概念の撤

廃を，この目的の達成を助長する男女共学その

他の種類の教育を奨励することにより，また，

特に，教材用図書及び指導計画を改訂すること

並びに指導方法を調整することにより行うこと。 

(d)奨学金その他の修学援助を享受する同一の機   

 会 

(e)継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計

画を含む。）特に，男女間に存在する教育上の

格差をできる限り早期に減少させることを目的

とした継続教育計画を利用する同一の機会 

(f)女子の中途退学率を減少させること及び早期

に退学した女子のための計画を策定すること。 

(g)スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の

機会 

(h)家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教

育的情報（家族計画に関する情報及び助言を含

む。）を享受する機会 

 

第11条 

１ 締約国は，男女の平等を基礎として同一の権利，

特に次の権利を確保することを目的として，雇用の

分野における女子に対する差別を撤廃するためのす

べての適当な措置をとる。 

(a)すべての人間の奪い得ない権利としての労働 

の権利 

(b)同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準

の適用を含む。）についての権利 

(c)職業を自由に選択する権利，昇進，雇用の保障

並びに労働に係るすべての給付及び条件につい

ての権利並びに職業訓練及び再訓練（見習，上

級職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける

権利 

(d)同一価値の労働についての同一報酬（手当を含

む。）及び同一待遇についての権利並びに労働

の質の評価に関する取扱いの平等についての権

利 

(e)社会保障（特に，退職，失業，傷病，障害，老

齢その他の労働不能の場合における社会保障）

についての権利及び有給休暇についての権利 

(f)作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能

の保護を含む。）についての権利 

２ 締約国は，婚姻又は母性を理由とする女子に対

する差別を防止し，かつ，女子に対して実効的な労

働の権利を確保するため，次のことを目的とする適

当な措置をとる。 

(a)妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻

をしているかいないかに基づく差別的解雇を制

裁を課して禁止すること。 

(b)給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い，かつ，

従前の雇用関係，先任及び社会保障上の利益の

喪失を伴わない母性休暇を導入すること。 

(c)親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動

への参加とを両立させることを可能とするため

に必要な補助的な社会的サービスの提供を，特

に保育施設網の設置及び充実を促進することに

より奨励すること。 

(d)妊娠中の女子に有害であることが証明されて

いる種類の作業においては，当該女子に対して

特別の保護を与えること。 

３ この条に規定する事項に関する保護法令は，科

学上及び技術上の知識に基づき定期的に検討する

ものとし，必要に応じて，修正し，廃止し，又は

その適用を拡大する。 

 

第12条 

１ 締約国は，男女の平等を基礎として保健サービ

ス（家族計画に関連するものを含む。）を享受する

機会を確保することを目的として，保健の分野にお

ける女子に対する差別を撤廃するためのすべての適

当な措置をとる。 

２ １の規定にかかわらず，締約国は，女子に対し，

妊娠，分べん及び産後の期間中の適当なサービス（必

要な場合には無料にする。）並びに妊娠及び授乳の

期間中の適当な栄養を確保する。 

 

第13条 

 締約国は，男女の平等を基礎として同一の権利，

特に次の権利を確保することを目的として，他の経

済的及び社会的活動の分野における女子に対する差

別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

(a)家族給付についての権利 

(b)銀行貸付け，抵当その他の形態の金融上の信用

についての権利 
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(c)レクリエーション，スポーツ及びあらゆる側面

における文化的活動に参加する権利 

 

第14条 

１ 締約国は，農村の女子が直面する特別の問題及

び家族の経済的生存のために果たしている重要な役

割（貨幣化されていない経済の部門における労働を

含む。）を考慮に入れるものとし，農村の女子に対

するこの条約の適用を確保するためのすべての適当

な措置をとる。 

２ 締約国は，男女の平等を基礎として農村の女子

が農村の開発に参加すること及びその開発から生ず

る利益を受けることを確保することを目的として，

農村の女子に対する差別を撤廃するためのすべての

適当な措置をとるものとし，特に，これらの女子に

対して次の権利を確保する。 

(a)すべての段階における開発計画の作成及び実

施に参加する権利 

(b)適当な保健サービス（家族計画に関する情報，

カウンセリング及びサービスを含む。）を享受

する権利 

(c)社会保障制度から直接に利益を享受する権利 

(d)技術的な能力を高めるために，あらゆる種類

（正規であるかないかを問わない。）の訓練及

び教育（実用的な識字に関するものを含む。）

並びに，特に，すべての地域サービス及び普及

サービスからの利益を享受する権利 

(e)経済分野における平等な機会を雇用又は自営

を通じて得るために，自助的集団及び協同組合

を組織する権利 

(f)あらゆる地域活動に参加する権利 

(g)農業信用及び貸付け，流通機構並びに適当な技

術を利用する権利並びに土地及び農地の改革並

びに入植計画において平等な待遇を享受する権

利 

(h)適当な生活条件（特に，住居，衛生，電力及び

水の供給，運輸並びに通信に関する条件）を享

受する権利 

 

第４部 

第15条 

１ 締約国は，女子に対し，法律の前の男子との平

等を認める。 

２ 締約国は，女子に対し，民事に関して男子と同

一の法的能力を与えるものとし，また，この能力を

行使する同一の機会を与える。特に，締約国は，契

約を締結し及び財産を管理することにつき女子に対

して男子と平等の権利を与えるものとし，裁判所に

おける手続のすべての段階において女子を男子と平

等に取り扱う。 

３ 締約国は，女子の法的能力を制限するような法

的効果を有するすべての契約及び他のすべての私的

文書（種類のいかんを問わない。）を無効とするこ

とに同意する。 

４ 締約国は，個人の移動並びに居所及び住所の選 

択の自由に関する法律において男女に同一の権利を

与える。 

 

第16条 

１ 締約国は，婚姻及び家族関係に係るすべての事

項について女子に対する差別を撤廃するためのすべ

ての適当な措置をとるものとし，特に，男女の平等

基礎として次のことを確保する。 

(a)婚姻をする同一の権利 

(b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合

意のみにより婚姻をする同一の権利 

(c)婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び

責任 

(d)子に関する事項についての親（婚姻をしている

かいないかを問わない。）としての同一の権利

及び責任。あらゆる場合において，子の利益は

至上である。 

(e)子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をも

って決定する同一の権利並びにこれらの権利の

行使を可能にする情報，教育及び手段を享受す

る同一の権利 

(f)子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれら

に類する制度が存在する場合にはその制度に係

る同一の権利及び責任。あらゆる場合において，

子の利益は至上である。 

(g)夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選

択する権利を含む。） 

(h)無償であるか有償であるかを問わず，財産を所

有し，取得し，運用し，管理し，利用し及び処

分することに関する配偶者双方の同一の権利 

２ 児童の婚約及び婚姻は，法的効果を有しないも

のとし，また，婚姻最低年齢を定め及び公の登録所

への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な

措置（立法を含む。）がとられなければならない。 

 

 

第５部 
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第17条 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討するた

めに，女子に対する差別の撤廃に関する委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。委員会は，こ

の条約の効力発生の時は18人の，35番目の締約国に

よる批准又は加入の後は23人の徳望が高く，かつ，

この条約が対象とする分野において十分な能力を有

する専門家で構成する。委員は，締約国の国民の中

から締約国により選出するものとし，個人の資格で

職務を遂行する。その選出に当たっては，委員の配

分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明

形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入

れる。 

２ 委員会の委員は，締約国により指名された者の

名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国

は，自国民の中から１ 人を指名することができる。 

３ 委員会の委員の最初の選挙は，この条約の効力

発生の日の後６ 箇月を経過した時に行う。国際連合

事務総長は，委員会の委員の選挙の日の遅くとも３ 

箇月前までに，締約国に対し，自国が指名する者の

氏名を２箇月以内に提出するよう書簡で要請する。

同事務総長は，指名された者のアルファベット順に

よる名簿（これらの者を指名した締約国名を表示し

た名簿とする。）を作成し，締約国に送付する。 

４ 委員会の委員の選挙は，国際連合事務総長によ

り国際連合本部に招集される締約国の会合において

行う。この会合は，締約国の３分の２をもって定足

数とする。この会合においては，出席し，かつ投票

する締約国の代表によって投じられた票の最多数で，

かつ，過半数の票を得た指名された者をもって委員

会に選出された委員とする。 

５ 委員会の委員は，４年の任期で選出される。た

だし，最初の選挙において選出された委員のうち９ 

人の委員の任期は，２年で終了するものとし，これ

らの９人の委員は，最初の選挙の後直ちに，委員会

の委員長によりくじ引で選ばれる。 

６ 委員会の５人の追加的な委員の選挙は，35番目

の批准又は加入の後，２から４までの規定に従って

行う。この時に選出された追加的な委員のうち２人

の委員の任期は，２年で終了するものとし，これら

の２人の委員は，委員会の委員長によりくじ引で選

ばれる。 

７ 締約国は，自国の専門家が委員会の委員として

の職務を遂行することができなくなった場合には，

その空席を補充するため，委員会の承認を条件とし

て自国民の中から他の専門家を任命する。 

８ 委員会の委員は，国際連合総会が委員会の任務

の重要性を考慮して決定する条件に従い，同総会の

承認を得て，国際連合の財源から報酬を受ける。 

９ 国際連合事務総長は，委員会がこの条約に定め

る任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便

益を提供する。 

 

第18条 

１ 締約国は，次の場合に，この条約の実施のため

にとった立法上，司法上，行政上その他の措置及び

これらの措置によりもたらされた進歩に関する報告

を，委員会による検討のため，国際連合事務総長に

提出することを約束する。 

(a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる

時から１年以内 

(b)その後は少なくとも４年ごと，更には委員会が

要請するとき。 

２ 報告には，この条約に基づく義務の履行の程度

に影響を及ぼす要因及び障害を記載することができ

る。 

 

第19条 

１ 委員会は，手続規則を採択する。 

２ 委員会は，役員を２年の任期で選出する。 

 

第20条 

１ 委員会は，第18条の規定により提出される報告

を検討するために原則として毎年２週間を超えない

期間会合する。 

２ 委員会の会合は，原則として，国際連合本部又

は委員会が決定する他の適当な場所において開催す

る。 

 

第21条 

１ 委員会は，その活動につき経済社会理事会を通

じて毎年国際連合総会に報告するものとし，また，

締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及

び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。

これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は，締

約国から意見がある場合にはその意見とともに，委

員会の報告に記載する。 

２ 国際連合事務総長は，委員会の報告を，情報用

として，婦人の地位委員会に送付する。 

 

第22条 

 専門機関は，その任務の範囲内にある事項に関す
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るこの条約の規定の実施についての検討に際し，代

表を出す権利を有する。委員会は，専門機関に対し，

その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実

施について報告を提出するよう要請することができ

る。 

 

第６部 

第23条 

 この条約のいかなる規定も，次のものに含まれる

規定であって男女の平等の達成に一層貢献するもの

に影響を及ぼすものではない。 

(a)締約国の法令 

(b)締約国について効力を有する他の国際条約又

は国際協定 

 

第24条 

 締約国は，自国においてこの条約の認める権利の

完全な実現を達成するためのすべての必要な措置を

とることを約束する。 

 

第25条 

１ この条約は，すべての国による署名のために開

放しておく。 

２ 国際連合事務総長は，この条約の寄託者として

指定される。 

３ この条約は，批准されなければならない。批准

書は，国際連合事務総長に寄託する。 

４ この条約は，すべての国による加入のために開

放しておく。加入は，加入書を国際連合事務総長に

寄託することによって行う。 

 

第26条 

１ いずれの締約国も，国際連合事務総長にあてた

書面による通告により，いつでもこの条約の改正を

要請することができる。 

２ 国際連合総会は，１の要請に関してとるべき措

置があるときは，その措置を決定する。 

 

第27条 

１ この条約は，20番目の批准書又は加入書が国際

連合事務総長に寄託された日の後30日目の日に効力

を生ずる。 

２ この条約は，20番目の批准書又は加入書が寄託

された後に批准し又は加入する国については，その

批准書又は加入書が寄託された日の後30日目の日に

効力を生ずる。 

 

第28条 

１ 国際連合事務総長は，批准又は加入の際に行わ

れた留保の書面を受領し，かつ，すべての国に送付

する。 

２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は，

認められない。 

３ 留保は，国際連合事務総長にあてた通告により

いつでも撤回することができるものとし，同事務総

長は，その撤回をすべての国に通報する。このよう

にして通報された通告は，受領された日に効力を生

ずる。 

 

第29条 

１ この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛

争で交渉によって解決されないものは，いずれかの

紛争当事国の要請により，仲裁に付される。仲裁の

要請の日から６箇月以内に仲裁の組織について紛争

当事国が合意に達しない場合には，いずれの紛争当

事国も，国際司法裁判所規程に従って国際司法裁判

所に紛争を付託することができる。 

２ 各締約国は，この条約の署名若しくは批准又は

この条約への加入の際に，１の規定に拘束されない

旨を宣言することができる。他の締約国は，そのよ

うな留保を付した締約国との関係において１の規定

に拘束されない。 

３ ２の規定に基づいて留保を付した締約国は，国

際連合事務総長にあてた通告により，いつでもその

留保を撤回することができる。 

 

第30条 

 この条約は，アラビア語，中国語，英語，フラン

ス語，ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし，

国際連合事務総長に寄託する。 

 以上の証拠として，下名は，正当に委任を受けて

この条約に署名した。 
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４．男女共同参画社会基本法 

（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

改正 平成十一年 七月 十六日法律第 百二号 

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的施策（第十三条―第

二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第

二十八条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつ

つ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化

等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の

実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本

理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の

形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共

同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並び

に国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、

もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男

女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に

提供することをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人と

しての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人とし

て能力を発揮する機会が確保されることその他の

男女の人権が尊重されることを旨として、行われ

なければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社

会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動

の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ

り、男女共同参画社会の形成を阻害する要因とな

るおそれがあることにかんがみ、社会における制

度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対

して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよ

うに配慮されなければならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会

の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立案

及び決定に共同して参画する機会が確保されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 
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第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成す

る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよ

うにすることを旨として、行われなければならな

い。 

 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会

における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調

の下に行われなければならない。 

 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共

同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を

含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域

の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の

社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努

めなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社

会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての報告を提

出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画

社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らか

にした文書を作成し、これを国会に提出しなけれ

ばならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する 

基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）

を定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴

いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画

を公表しなければならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更

について準用する。 

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘

案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」と

いう。）を定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に

講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県

男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画（以下「市町村男女

共同参画計画」という。）を定めるように努めな

ければならない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計

画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 
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（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社

会の形成に配慮しなければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通

じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策について

の苦情の処理のために必要な措置及び性別による

差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を

阻害する要因によって人権が侵害された場合にお

ける被害者の救済を図るために必要な措置を講じ

なければならない。 

 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の策定に必要な調査研究を推進するように

努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的

協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に

関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るため

に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う

活動を支援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会

議」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三

項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は

関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形

成の促進 に関する基本的な方針、基本的な政策

及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関

係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の

施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調

査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣

及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内を

もって組織する。 

 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内

閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員

の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一

方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十

分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二

年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることが

できる。 

 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するため

に必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料

の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求

めることができる。 
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２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必

要があると認めるときは、前項に規定する者以外

の者に対しても、必要な協力を依頼することがで

きる。 

 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組

織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な

事項は、政令で定める。 

 

附則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律

第七号）は、廃止する。 

 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審

議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）

第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会

は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議

会となり、同一性をもって存続するものとする。  

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条

第一項の規定により任命された男女共同参画審議

会の委員である者は、この法律の施行の日に、第

二十三条第一項の規定により、審議会の委員とし

て任命されたものとみなす。この場合において、

その任命されたものとみなされる者の任期は、同

条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審

議会設置法第四条第二項の規定により任命された

男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期

間と同一の期間とする。  

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条

第一項の規定により定められた男女共同参画審議

会の会長である者又は同条第三項の規定により指

名された委員である者は、それぞれ、この法律の

施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議

会の会長として定められ、又は同条第三項の規定

により審議会の会長の職務を代理する委員として

指名されたものとみなす。  

 

附則（平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律

（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三

項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規

定 公布 

の日 

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次

に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員

その他の職員である者（任期の定めのない者を除

く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の

任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、

その日に満了する。  

 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。 

 

附則（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 

   抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、

平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

（以下略） 
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５．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

最終改正：平成二六年四月二三日法律第二八号 

 

 

第一章 総則（第一条・第二条）  

 第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等

（第二条の二・第二条の三）  

 第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（第三条―第五条）  

 第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二）  

 第四章 保護命令（第十条―第二十二条）  

 第五章 雑則（第二十三条―第二十八条）  

 第五章の二 補則（第二十八条の二）  

 第六章 罰則（第二十九条・第三十条）  

 

 我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。

また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等

の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要で

ある。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うもので

ある。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

この法律を制定する。 

 

第一章 総則  

（定義）   

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」と

は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼ

すものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心

身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第

二十八条の二において「身体に対する暴力等」と

総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する

暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶

者であった者から引き続き受ける身体に対する暴

力等を含むものとする。  

２ この法律において「被害者」とは、配偶者から

の暴力を受けた者をいう。  

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、

事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むも

のとする。  

 

（国及び地方公共団体の責務）  

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。  

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等  

 

（基本方針）  

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務

大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五

項において「主務大臣」という。）は、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に

関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一

項及び第三項において「基本方針」という。）を

定めなければならない。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。  

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項  

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項  

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項  

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議しなければならない。  
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４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。  

（都道府県基本計画等）  

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該

都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な

計画（以下この条において「都道府県基本計画」

という。）を定めなければならない。  

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。  

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針  

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項  

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項  

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本

方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本的

な計画（以下この条において「市町村基本計画」

という。）を定めるよう努めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は

市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。  

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道

府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために

必要な助言その他の援助を行うよう努めなければ

ならない。  

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等  

（配偶者暴力相談支援センター）  

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人

相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果

たすようにするものとする。  

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設に

おいて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センタ

ーとしての機能を果たすようにするよう努めるも

のとする。  

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる

業務を行うものとする。  

一 被害者に関する各般の問題について、相談に

応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う

機関を紹介すること。  

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に

あっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）

の緊急時における安全の確保及び一時保護を行

うこと。  

四 被害者が自立して生活することを促進するた

め、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する

制度の利用等について、情報の提供、助言、関

係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。  

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その

他の援助を行うこと。  

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整

その他の援助を行うこと。  

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら

行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。  

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行

うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体との連携に努めるものとする。  

 

（婦人相談員による相談等）  

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要

な指導を行うことができる。  

 

（婦人保護施設における保護）  

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者

の保護を行うことができる。  

 

第三章 被害者の保護  

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であ

った者からの身体に対する暴力に限る。以下この

章において同じ。）を受けている者を発見した者

は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報するよう努めなければならない。  

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾
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病にかかったと認められる者を発見したときは、

その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報することができる。この場合において、そ

の者の意思を尊重するよう努めるものとする。  

３ 刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示

罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと

解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、

その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の

利用について、その有する情報を提供するよう努

めなければならない。 

 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護について

の説明等）  

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に

関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応

じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配

偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容につ

いて説明及び助言を行うとともに、必要な保護を

受けることを勧奨するものとする。 

 

（警察官による被害の防止）  

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴 

力が行われていると認めるときは、警察法 （昭和

二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法 

（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令

の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保

護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を

防止するために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。  

 

（警察本部長等の援助）  

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長

（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面

については、方面本部長。第十五条第三項におい

て同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を

受けている者から、配偶者からの暴力による被害

を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出が

あり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶

者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委

員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら

防止するための措置の教示その他配偶者からの暴

力による被害の発生を防止するために必要な援助

を行うものとする。  

 

（福祉事務所による自立支援）  

第八条の三 社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十

五号）に定める福祉に関する事務所（次条におい

て「福祉事務所」という。）は、生活保護法 （昭

和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法 （昭

和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並

びに寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二十九

号）その他の法令の定めるところにより、被害者

の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）  

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警

察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関

その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当た

っては、その適切な保護が行われるよう、相互に

連携を図りながら協力するよう努めるものとする。  

 

（苦情の適切かつ迅速な処理）  

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係

る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理す

るよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令  

（保護命令）  

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以

下この章において同じ。）を受けた者に限る。以

下この章において同じ。）が、配偶者からの身体

に対する暴力を受けた者である場合にあっては配

偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者から

の身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者から引き続き受ける身

体に対する暴力。第十二条第一項第二号において

同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅

迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受

ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配

偶者であった者から引き続き受ける身体に対する
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暴力。同号において同じ。）により、その生命又

は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき

は、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者。以下この条、同項第

三号及び第四号並びに第十八条第一項において同

じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるも

のとする。ただし、第二号に掲げる事項について

は、申立ての時において被害者及び当該配偶者が

生活の本拠を共にする場合に限る。  

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この号において同

じ。）その他の場所において被害者の身辺につ

きまとい、又は被害者の住居、勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはな

らないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、

被害者と共に生活の本拠としている住居から退

去すること及び当該住居の付近をはいかいして

はならないこと。  

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号

の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体

に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、被害者に対して次の各

号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを

命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。  

二 その行動を監視していると思わせるような事

項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。  

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得

ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファ

クシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メ

ールを送信すること。  

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から

午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信

すること。  

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌

悪の情を催させるような物を送付し、又はその

知り得る状態に置くこと。  

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り

得る状態に置くこと。  

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しく

はその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥

心を害する文書、図画その他の物を送付し、若

しくはその知り得る状態に置くこと。  

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者が

その成年に達しない子（以下この項及び次項並び

に第十二条第一項第三号において単に「子」とい

う。）と同居しているときであって、配偶者が幼

年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行ってい

ることその他の事情があることから被害者がその

同居している子に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため必要があると

認めるときは、第一項第一号の規定による命令を

発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立

てにより、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効

力が生じた日から起算して六月を経過する日まで

の間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当該

子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学

する学校その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その

同意がある場合に限る。  

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が

被害者の親族その他被害者と社会生活において密

接な関係を有する者（被害者と同居している子及

び配偶者と同居している者を除く。以下この項及

び次項並びに第十二条第一項第四号において「親

族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野

又は乱暴な言動を行っていることその他の事情が

あることから被害者がその親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止する

ため必要があると認めるときは、第一項第一号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に

危害が加えられることを防止するため、当該配偶

者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して六月
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を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）その他の場所におい

て当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族

等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるもの

とする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳

未満の子を除く。以下この項において同じ。）の

同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後

見人である場合にあっては、その法定代理人の同

意）がある場合に限り、することができる。  

 

（管轄裁判所）  

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに

係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がな

いとき又は住所が知れないときは居所）の所在地

を管轄する地方裁判所の管轄に属する。  

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の

各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもするこ

とができる。  

一 申立人の住所又は居所の所在地  

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地  

 

（保護命令の申立て）  

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定によ

る命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければなら

ない。  

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた状況  

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい

と認めるに足りる申立ての時における事情  

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため当該命令を発する必要

があると認めるに足りる申立ての時における事

情  

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため当該命令を発する必要があると

認めるに足りる申立ての時における事情  

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し、前各号に掲げる事項について相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無

及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日

時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた

措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項

第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場

合には、申立書には、同項第一号から第四号まで

に掲げる事項についての申立人の供述を記載した

書面で公証人法 （明治四十一年法律第五十三号）

第五十八条ノ二第一項 の認証を受けたものを添

付しなければならない。  

 

（迅速な裁判）  

第十三条  裁判所は、保護命令の申立てに係る事件

については、速やかに裁判をするものとする。  

 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち

会うことができる審尋の期日を経なければ、これ

を発することができない。ただし、その期日を経

ることにより保護命令の申立ての目的を達するこ

とができない事情があるときは、この限りでない。  

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに

掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署

の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保

護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措

置の内容を記載した書面の提出を求めるものとす

る。この場合において、当該配偶者暴力相談支援

センター又は当該所属官署の長は、これに速やか

に応ずるものとする。  

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項

の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署

の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若

しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定

により書面の提出を求めた事項に関して更に説明

を求めることができる。  
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（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、

理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論

を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示

せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は

相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日に

おける言渡しによって、その効力を生ずる。  

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速

やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居

所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通

知するものとする。  

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶

者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、

申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁

判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及

びその内容を、当該申立書に名称が記載された配

偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が

記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上

ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も

遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知す

るものとする。  

５ 保護命令は、執行力を有しない。  

 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対し

ては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及

ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取

消しの原因となることが明らかな事情があること

につき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、

申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を

生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずる

ことができる。事件の記録が原裁判所に存する間

は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。  

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定に

よる命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令が発せ

られているときは、裁判所は、当該命令の効力の

停止をも命じなければならない。  

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申

し立てることができない。  

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による

命令を取り消す場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられているとき

は、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけれ

ばならない。  

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護

命令について、第三項若しくは第四項の規定によ

りその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所が

これを取り消したときは、裁判所書記官は、速や

かに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶

者暴力相談支援センターの長に通知するものとす

る。  

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合

並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合に

ついて準用する。  

 

（保護命令の取消し）  

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命

令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十

条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定

による命令にあっては同号の規定による命令が効

力を生じた日から起算して三月を経過した後にお

いて、同条第一項第二号の規定による命令にあっ

ては当該命令が効力を生じた日から起算して二週

間を経過した後において、これらの命令を受けた

者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立

てをした者に異議がないことを確認したときも、

同様とする。  

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規

定による命令を発した裁判所が前項の規定により

当該命令を取り消す場合について準用する。  

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二

項の場合について準用する。  

 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申 

立て）  

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が

発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、

配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居

しようとする被害者がその責めに帰することので
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（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所

に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に

関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場

合における当該被害者からの保護命令の申立てに

係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第

十四条第二項及び第三項の規定の適用については、

これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」

とあるのは、「婦人相談所」とする。 

 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施

行後三年を目途として、この法律の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必

要な措置が講ぜられるものとする。  

 

附則（平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。  

 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（次項において「旧法」という。）

第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規

定による命令に関する事件については、なお従前

の例による。  

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられ

た後に当該命令の申立ての理由となった身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及

ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律によ

る改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律（以下「新法」という。）第十

条第一項第二号の規定による命令の申立て（この

法律の施行後最初にされるものに限る。）があっ

た場合における新法第十八条第一項の規定の適用

については、同項中「二月」とあるのは、「二週

間」とする。  

 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後

三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置

が講ぜられるものとする。  

 

附則（平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。  

 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第十条の規定による命令の申立てに

係る同条の規定による命令に関する事件について

は、なお従前の例による。  

 

附則（平成二五年七月三日法律第七二号） 抄  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。  

 

附則（平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。  

一 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二

条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及

び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公

布の日  

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条

まで、第十二条及び第十五条から第十八条まで

の規定 平成二十六年十月一日  

 

（政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。  

 

65

Ⅲ 資料



 

６．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成二十七年九月四日法律第六十四号） 

 第一章 総則（第一条―第四条）  

 第二章 基本方針等（第五条・第六条）  

 第三章 事業主行動計画等  

  第一節 事業主行動計画策定指針（第七条）  

  第二節 一般事業主行動計画（第八条―第十四条）  

  第三節 特定事業主行動計画（第十五条）  

  第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第十六条・第十七条）  

 第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第十八条―第二十五条）  

 第五章 雑則（第二十六条―第二十八条）  

 第六章 罰則（第二十九条―第三十四条）  

 附則  

 

第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職

業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性

と能力を十分に発揮して職業生活において活躍す

ること（以下「女性の職業生活における活躍」と

いう。）が一層重要となっていることに鑑み、男

女共同参画社会基本法 （平成十一年法律第七十八

号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活にお

ける活躍の推進について、その基本原則を定め、

並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明ら

かにするとともに、基本方針及び事業主の行動計

画の策定、女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置等について定めることにより、

女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に

推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急

速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その

他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力

ある社会を実現することを目的とする。  

 

（基本原則）  

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を

踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又

は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇

進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に

関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、

かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した

職場における慣行が女性の職業生活における活躍

に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力

が十分に発揮できるようにすることを旨として、

行われなければならない。  

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護そ

の他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退

職することが多いことその他の家庭生活に関する

事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構

成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と

社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役割を

円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うた

めに必要な環境の整備等により、男女の職業生活

と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能とな

ることを旨として、行われなければならない。  

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たって

は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、

本人の意思が尊重されるべきものであることに留

意されなければならない。  

 

（国及び地方公共団体の責務）  

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性

の職業生活における活躍の推進についての基本原

則（次条及び第五条第一項において「基本原則」

という。）にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこ

れを実施しなければならない。  

 

（事業主の責務）  

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用

し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職

業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労

働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用

環境の整備その他の女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組を自ら実施するよう努めると
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ともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策に協力し

なければならない。  

 

第二章 基本方針等  

（基本方針）  

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関する施策を総合的か

つ一体的に実施するため、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。  

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本的な方向  

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項  

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るため

に必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活

における活躍を推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな

ければならない。  

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用

する。 

 

（都道府県推進計画等）  

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都

道府県の区域内における女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策についての計画（以下こ

の条において「都道府県推進計画」という。）を

定めるよう努めるものとする。  

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定め

られているときは、基本方針及び都道府県推進計

画）を勘案して、当該市町村の区域内における女

性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

ついての計画（次項において「市町村推進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。  

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は

市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。  

 

第三章 事業主行動計画等  

第一節 事業主行動計画策定指針  

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を総合的かつ効果的に実施すること

ができるよう、基本方針に即して、次条第一項に

規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一項

に規定する特定事業主行動計画（次項において「事

業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指

針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）

を定めなければならない。  

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げ

る事項につき、事業主行動計画の指針となるべき

ものを定めるものとする。  

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項  

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の内容に関する事項  

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する重要事項  

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

 

第二節 一般事業主行動計画  

（一般事業主行動計画の策定等）  

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一

般事業主」という。）であって、常時雇用する労

働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計

画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般

事業主が実施する女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する計画をいう。以下同

じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところによ

り、厚生労働大臣に届け出なければならない。こ

れを変更したときも、同様とする。  

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。  

一 計画期間  

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標  
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三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期  

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、採用した労働

者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年

数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労

働者に占める女性労働者の割合その他のその事業

における女性の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して、これを定めなければならな

い。この場合において、前項第二号の目標につい

ては、採用する労働者に占める女性労働者の割合、

男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時

間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者

の割合その他の数値を用いて定量的に定めなけれ

ばならない。  

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを労働者に周知さ

せるための措置を講じなければならない。  

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを公表しなければ

ならない。  

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事

業主行動計画に定められた目標を達成するよう努

めなければならない。  

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働

省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け

出るよう努めなければならない。これを変更した

ときも、同様とする。  

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一

般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする

場合について、第四項から第六項までの規定は前

項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を

定め、又は変更した場合について、それぞれ準用

する。  

 

（基準に適合する一般事業主の認定）  

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の

規定による届出をした一般事業主からの申請に基

づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該

事業主について、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況

が優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行う

ことができる。  

 

（認定一般事業主の表示等）  

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び

第二十条第一項において「認定一般事業主」とい

う。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商

品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは

通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項に

おいて「商品等」という。）に厚生労働大臣の定

める表示を付することができる。  

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商

品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付

してはならない。 

 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定

を取り消すことができる。  

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し

たとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。  

 

（委託募集の特例等）  

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小

事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働

者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及

び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主

団体をして女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行

わせようとする場合において、当該承認中小事業

主団体が当該募集に従事しようとするときは、職

業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三

十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員で

ある中小事業主については、適用しない。  

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」

とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連合

会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社

団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とす
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るもの（厚生労働省令で定める要件に該当するも

のに限る。）のうち、その構成員である中小事業

主に対して女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を実施するための人材確保に関する相

談及び援助を行うものであって、その申請に基づ

いて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切

に行うための厚生労働省令で定める基準に適合す

る旨の承認を行ったものをいう。  

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に

規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。  

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集

に従事しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、募集時期、募集人員、募集地域

その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省

令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければ

ならない。  

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規

定による届出があった場合について、同法第五条

の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、

第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条

の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一

条の二の規定は前項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者について、同法第四十条の

規定は同項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者に対する報酬の供与について、同法

第五十条第三項及び第四項の規定はこの項におい

て準用する同条第二項に規定する職権を行う場合

について、それぞれ準用する。この場合において、

同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おう

とする者」とあるのは「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律第十二条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事しようとする

者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の

募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは

「期間」と読み替えるものとする。  

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の

二の規定の適用については、同法第三十六条第二

項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をし

て労働者の募集に従事させようとする者がその被

用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十

二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」

とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第

十二条第四項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者」とする。  

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、

第二項の相談及び援助の実施状況について報告を

求めることができる。  

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事する承認中小

事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する

調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき

当該募集の内容又は方法について指導することに

より、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るも

のとする。  

 

（一般事業主に対する国の援助）  

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規

定により一般事業主行動計画を策定しようとする

一般事業主又はこれらの規定による届出をした一

般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、

労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動

計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談

その他の援助の実施に努めるものとする。  

 

第三節 特定事業主行動計画  

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長

又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特

定事業主」という。）は、政令で定めるところに

より、事業主行動計画策定指針に即して、特定事

業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下この条において同じ。）を定めな

ければならない。  

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。  

一 計画期間  

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標  

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期  

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更しようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、採用した職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合そ

の他のその事務及び事業における女性の職業生活

における活躍に関する状況を把握し、女性の職業

生活における活躍を推進するために改善すべき事

情について分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合において、
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前項第二号の目標については、採用する職員に占

める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異

の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定

量的に定めなければならない。  

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知

させるための措置を講じなければならない。  

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。  

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業

主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しな

ければならない。  

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取

組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定

められた目標を達成するよう努めなければならな

い。  

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表  

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表）  

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、

厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を

営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事業における女性の職業生活における

活躍に関する情報を定期的に公表しなければなら

ない。  

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事業における女性の職業生活における活躍に

関する情報を定期的に公表するよう努めなければ

ならない。  

 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表）  

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところ

により、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事務及び事業にお

ける女性の職業生活における活躍に関する情報を

定期的に公表しなければならない。  

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進する 

ための支援措置  

（職業指導等の措置等）  

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推

進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創

業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。  

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、前項の措置と相まって、職業生

活を営み、又は営もうとする女性及びその家族そ

の他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介

その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。  

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事

務の一部を、その事務を適切に実施することがで

きるものとして内閣府令で定める基準に適合する

者に委託することができる。  

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者

又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な

く、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。  

 

（財政上の措置等）  

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に関する地方公共団体の施策を支援するために

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努

めるものとする。  

 

（国等からの受注機会の増大）  

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金

融公庫その他の特別の法律によって設立された法

人であって政令で定めるものをいう。）の役務又

は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意し

つつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活に

おける活躍に関する状況又は女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良

な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」

という。）の受注の機会の増大その他の必要な施

策を実施するものとする。  

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般

事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策

を実施するように努めるものとする。  

 

（啓発活動）  

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生

活における活躍の推進について、国民の関心と理

解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要

な啓発活動を行うものとする。  
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（情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に資するよう、国内外における

女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組

に関する情報の収集、整理及び提供を行うものと

する。  

 

（協議会） 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性

の職業生活における活躍の推進に関する事務及び

事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この

条において「関係機関」という。）は、第十八条

第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二

項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る

事例その他の女性の職業生活における活躍の推進

に有用な情報を活用することにより、当該区域に

おいて女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組が効果的かつ円滑に実施されるようにする

ため、関係機関により構成される協議会（以下「協

議会」という。）を組織することができる。  

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団

体の区域内において第十八条第三項の規定による

事務の委託がされている場合には、当該委託を受

けた者を協議会の構成員として加えるものとする。  

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認

めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員とし

て加えることができる。  

一 一般事業主の団体又はその連合団体  

二 学識経験者  

三 その他当該関係機関が必要と認める者  

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下

この項において「関係機関等」という。）が相互

の連絡を図ることにより、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等

の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応

じた女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組について協議を行うものとする。  

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公

表しなければならない。  

 

（秘密保持義務）  

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会

の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協

議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。  

（協議会の定める事項）  

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。  

 

第五章 雑則  

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）  

第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関

し必要があると認めるときは、第八条第一項に規

定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助

言、指導若しくは勧告をすることができる。  

 

（権限の委任）  

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規

定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定

めるところにより、その一部を都道府県労働局長

に委任することができる。  

 

（政令への委任）  

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法

律の実施のため必要な事項は、政令で定める。  

 

第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業

安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止

の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

一 第十八条第四項の規定に違反した者  

二 第二十四条の規定に違反した者  

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。  

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、

労働者の募集に従事した者  

二 第十二条第五項において準用する職業安定法

第三十七条第二項の規定による指示に従わなか

った者  

三 第十二条第五項において準用する職業安定法

第三十九条又は第四十条の規定に違反した者  

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。  

一 第十条第二項の規定に違反した者  

二 第十二条第五項において準用する職業安定法

第五十条第一項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者  
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三 第十二条第五項において準用する職業安定法

第五十条第二項の規定による立入り若しくは検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした

者  

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、第二十九条、第三十一条又は前条

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科

する。  

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料

に処する。  

 

附則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただ

し、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十

八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）

の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年

四月一日から施行する。  

 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限

り、その効力を失う。  

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に

従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密

については、同条第四項の規定（同項に係る罰則

を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。  

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関

して知り得た秘密については、第二十四条の規定

（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定に

かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効

力を有する。  

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適

用については、この法律は、第一項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を

有する。  

 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。  

 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した

場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 
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